破産申立に関するクイズ【同時廃止・申立】編。〇か×で答えなさい。

Ｑ１　会社代表者である場合は同時廃止では申立できないが、会社が休眠状態であれば、同時廃止申立ができる。

×　会社が休眠状態でも管財事件となる。個人の資産が会社の資産に流れていないかなど、資産調査の必要性があるためである。

Ｑ２　現金・普通預金が５０万円以下であることが同時廃止の判断基準の１つであるが、給料が普通預金口座に入金された直後、瞬間的に現金・普通預金の合計が５０万円を超えてしまっているが、生活費で費消してすぐに５０万円未満となる見込みでも、管財移行となってしまう。

〇　ですので、給料などの入金見込日直後の申立は避けるか、現金出金させておき、預金口座の金額を減らしてから申立しましょう。ただし、京都地裁だと場合によっては同時廃止で申立可能のようです。裁判所によって運用は異なるようです。

Ｑ３　同時廃止申立の際、債権調査票は作成日から６か月以内のものである必要があり、また、原則として、債権者の半数以上の債権者の回答が必要である。

×　正しくは、総債務額の半額以上で、債権者数の半数以上の債権者の回答が必要である。なお、総債務額の半額以上で、債権者数の半数以上の債権者の回答がない場合、適宜、債務の存在・内容を証明する資料を添付し、裁判所の指示を仰ぐ必要がある。
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